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●
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
要
介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
来
年
四
月
か
ら
の
介
護
保
険
の
施
行
に
先
立
ち
、
十
月
か
ら
県
内
市
町
村
の
窓
口
で
は
、
要
介
護
等
の
認
定
申
請
の
受
付
け
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

□申請からサービスを受けるまでの手順

申請書の提出
※市町村で受付けを

行います。

本人または家族が、

介護を必要としてい

ることを認定（要介

護認定）してもらう

ために、市町村の窓

口に申請書を提出し

ます。

審査判定※介護認定審査会で行います。

訪問調査結果とかか

りつけ医の意見書を

もとに、介護が必要

かどうか、どの程度

必要かを総合的に審

査・判定します。

●認定の結果は原則

として6カ月ごと

に見直されます。

介護サービス計画作成
※利用者の希望を踏まえて作られます。

介護が必要と認定さ

れた場合は、介護サ

ービス計画（ケアプ

ラン）の作成を依頼

することになります。

●自分で計画を作成

することもできま

す。

サービス開始
※サービスの開始は、来年4月からです。

専
門
機
関
に
い
る
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

に
申
請
の
手
続
き
を
代
行
し
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
町
村
職
員
や
、
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け

た
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
訪
問
調
査
に
お
伺

い
し
ま
す
。

依
頼
を
受
け
た
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

が
本
人
と
相
談
し
な
が
ら
ケ
ア
プ
ラ

ン
を
作
成
し
ま
す
。

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
申
請
か

ら
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
ま
で
の
手

続
き
を
支
援
し
ま
す
。
「

●ケアマネージャー（介護支援専門員）とは

主に、介護サービスの利用を

希望する人の相談に応じて、利

用者の希望や心身の状態にあっ

た適切なサービスが利用できる

よう、利用計画を作成し、市町

村及びサービスの提供機関との

連絡調整を行います。

ケアマネージャーは専門機関

（居宅介護支援事業者や介護保険

施設）に所属し、業務を行いま

す。

申
請
の
方
法

★現在、県内の市町村では、10月からの申請受

付けの開始に向け、必要な準備を行っています。

申請方法についての詳しいことは、9月初旬以降

市町村の介護保険担当課にお問い合わせくださ

い。

★要介護の区分は次のように設定されています。

在宅サービス利用の限度額（予定）

★「要介護3」で退所サービスを中心とした
介護サービス計画（ケアプラン）の例です。

●要介護3（「通所型」）

※福祉用具貸与
（車いす・特殊寝台・マットレス）

※短期入所が6カ月で3週程度
（2カ月に1回1週間程度）

★介護サービスを利用した場合、利用者はサ

ービスにかかった費用の1割を自己負担する

ことになります。（＊「要介護のランクは6段階」

の在宅サービス利用の限度額を参照）

施設に入所する場合は、1割負担分と標準

的な食費の額も合わせ、約5万円～6万円（予

定）を負担することになります。

※ただし、いずれの場合も低所得者の負担に

ついては軽減されます。

介護サービスは、居宅サービスと施設サービスに分かれます

●要介護状態の方は、在宅・施設両方
のサービスの中から利用したいサー
ビスを選べます。

寝たきりや痴呆などで

介護が必要になった場合

●特別養護老人ホーム〔介護老人福祉施設〕

●老人保健施設〔介護老人保健施設〕

●介護職員が手厚く配置された病院など〔介護療養型医療施設〕

・療養型病床群

・老人性痴呆疾患療養病棟

・介護力強化病院（平成14年度末まで）

●要支援状態の方は、在宅サービス
の中から、利用したいサービスを
選べます。

家事や身じたくなどで、日常生活に

支援が必要になった場合
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●家庭を訪問するサービス

・ホームヘルパー・看護婦などの訪問

・リハビリの専門職の訪問

・入浴チームの訪問

・医師、歯科医師などによる療養指導

●日帰りで通うサービス

・デイサービスセンターなどでの通所介護

・老人保健施設などでの適所リハビリ

●施設への短期入所サービス

・特別養護老人ホーム・老人保健施設などへの短期入所

●福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

・福祉用異の貸与．購入費の支給

・住宅改修費（手すりの取り付けなど）の支給

●その他

・痴呆性老人のグループホーム（要介護状態のみ）

・有料老人ホームなどでの介護

みなさんの保険料で介護を支えます。

・所得に応じて保険料を負担していた

だくことになります。

・保険料の基準額は、居住する市町村

のサービスの水準によって異なりま

す。

・老齢・退職年金が月額15，000円以上

の方は年金から天引きされ、それ以外

の方は、市町村へ個別に納めます。

・各加入者ごとに支払います。（保険料に

被扶養者分は含まれません。）

市町村の65歳以上の人
（第1号被保険者）

全国の40～64歳の人
（第2号被保険者）

●国民健康保険に加入している方

・所得や資産等に応じて保険料を負担し

ていただくことになります。

・国民健康保険料と一括して市町村へ納

めます。

・半分を国が負担します。

・世帯主が世帯員の分も負担します。

●健康保険組合や共済組合に加入して

いる方

・給与に応じて保険料を負担していただ

くことになります。

・毎月の医療保険料と一括して給与から

天引きされます。

・半分を事業主が負担します。

・保険料には被扶養者の分も含まれます。

※保険科は一括し

て納めます

な
ぜ
、
介
護
保
険
が
必
要
な
の
で

す
か
？

本
格
的
な
高
齢
社
会
を
迎
え
て
い
る

わ
が
国
で
は
、
介
護
が
必
要
な
高
齢

者
が
現
在
の
約
二
七
〇
万
人
か
ら
、
二
五

年
後
に
は
二
倍
近
く
の
五
二
〇
万
人
に
急

増
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
介
護
を
す
る
人
も
高
齢
化
し
、

ま
た
、
働
き
に
出
る
女
性
も
増
え
て
お
り

家
族
だ
け
で
介
護
を
す
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
老
後
生
活
の
不
安
を
解
消
し
介

護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
な
っ
て
も
、
安

心
し
て
生
活
が
で
き
る
よ
う
介
護
保
険
制

度
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

介
護
保
険
の
加
入
者
は
誰
で
す
か
？

介
護
保
険
の
加
入
者
（
被
保
険
者
）

は
四
〇
歳
以
上
の
方
で
す
。
加
入
者

は
、
六
五
歳
以
上
の
方
が
第
一
号
被
保
険

者
、
四
〇
歳
～
六
四
歳
の
医
療
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
が
第
二
号
被
保
険
者
と

二
つ
に
区
別
さ
れ
、
保
険
料
や
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
る
条
件
が
異
な
り
ま
す
。

四
〇
歳
以
上
か
ら
保
険
に
加
入
す
る

の
は
な
ぜ
で
す
か
？

四
〇
歳
以
上
に
な
れ
ば
、
初
老
期
の

痴
呆
や
脳
梗
塞
な
ど
に
よ
り
、
介
護

を
受
け
る
可
能
性
も
で
て
き
ま
す
。
ま
た
、

自
ら
の
親
も
高
齢
と
な
る
た
め
、
親
の
介

護
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
介
護
保
険
に

よ
り
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
介
護
保
険
の
加

入
者
は
四
〇
歳
以
上
の
方
と
な
っ
て
い
ま

す
。

ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
時
に
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
か
？

次
の
よ
う
な
状
態
と
し
て
、
市
町
村

の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
六
五
歳
以
上
の
方
（
第
二
号
被
保
険
者
）

は
、
寝
た
き
り
や
痴
呆
な
ど
で
介
護
が
必

要
に
な
っ
た
場
合
　
（
要
介
護
状
態
）
　
や
、

家
事
や
身
じ
た
く
な
ど
で
、
日
常
生
活
に

支
援
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
　
（
要
支
援
状

態）。・
四
〇
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
方
　
（
第
二

号
被
保
険
者
）
は
、
初
老
期
の
痴
呆
、
脳

梗
塞
な
ど
、
老
化
が
原
因
と
さ
れ
る
病
気

に
よ
り
要
介
護
状
態
や
、
要
支
援
状
態
と

な
っ
た
場
合
。

六
五
歳
以
上
の
人
が
支
払
う
保
険
料

の
基
準
額
は
、
い
く
ら
ぐ
ら
い
に
な

り
ま
す
か
？

保
険
料
の
基
準
額
は
サ
ー
ビ
ス
が
充

実
し
て
い
る
市
町
村
で
は
高
く
な

り
、
サ
ー
ビ
ス
が
少
な
い
市
町
村
で
は
低

く
な
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
（
昨
年

度
末
の
県
の
試
算
で
は
、
県
内
市
町
村
の

平
均
で
約
三
三
〇
〇
円
と
い
う
結
果
に
な

り
ま
し
た
。
）
現
在
、
市
町
村
で
は
、
地
元

の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、

基
準
額
を
算
定
す
る
準
備
を
進
め
て
お
り
、

来
年
の
三
月
頃
に
は
、
各
市
町
村
の
保
険

料
の
基
準
額
が
決
定
さ
れ
る
予
定
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

熊
本
県
高
齢
保
健
福
祉
課

介
護
保
険
準
備
室
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要介護 要支援

施設サービス 在宅サービス

■65歳以上の方の保険料

所得に応じて負担していただきま

■40～64歳の方の保険料

1
0
月
か
ら
要
介
護
認
定
の
申
請
受
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

サービスの利用を
希望する人 

要
介
護
の
ラ
ン
ク
は
６
段
階

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画

利
用
者
は
費
用
の
一
割
を

自
己
負
担
し
ま
す 

介護保険
Q＆A 

介護
保険 


